
内
閣
衆
質
一
五
九
第
八
四
号

平
成
十
六
年
五
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
井
上
和
雄
君
提
出
厚
生
労
働
省
等
に
お
け
る
監
修
料
還
流
の
実
状
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
七
日
受
領

答

弁

第

八

四

号



衆
議
院
議
員
井
上
和
雄
君
提
出
厚
生
労
働
省
等
に
お
け
る
監
修
料
還
流
の
実
状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

第
一
の
一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会
に
対
し
、
「
保
健
活
動
の
た
め
の
便
利
手
帳
」
（
以
下

「
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
買
上
げ
及
び
「
保
健
師
の
た
め
の
ビ
デ
オ
シ
リ
ー
ズ
」
（
以
下
「
ビ
デ
オ
」
と
い
う
。
）
の
制
作

の
た
め
の
経
費
の
全
額
を
補
助
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
中
央
会
と
株
式
会
社
選
択
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
以
下
「
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
お
け
る
手
帳
及
び
ビ
デ
オ
に
関
す
る
契
約
金
額
は
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
な

お
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
同
中
央
会
に
対
し
、
補
助
し
て
い
な
い
。

第
一
の
二
及
び
三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
手
帳
及
び
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
同
省
の

複
数
の
職
員
が
、
保
健
師
等
の
活
動
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
原
稿
の
執
筆
、
修
正
、
事
実
関
係
の
確
認
等
を
行
っ
て

い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
平
成
十
三
年
度
及
び
十
四
年
度
に
お
い
て
受
け
取
っ
て
い
た
監
修
料
の
金
額
等
に
つ
い
て
は
別
表

第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
監
修
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
者
の
役
職
名
に
つ
い
て
お
答
え
し
た
場
合
、
個
人
の
権
利
利

益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
役
職
段
階
で
回
答
し
た
。

一



第
二
の
一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
か
ら
社
団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
、
社
団
法
人
日
本
国
民
年
金
協
会
、
社
団
法

人
全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
、
財
団
法
人
社
会
保
険
協
会
、
財
団
法
人
厚
生
年
金
事
業
振
興
団
及
び
社
団
法
人
全
国

厚
生
年
金
受
給
者
団
体
連
合
会
（
以
下
「
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
等
」
と
い
う
。
）
に
交
付
し
た
補
助
金
、
交
付
金
及

び
委
託
費
の
平
成
十
四
年
度
決
算
に
お
け
る
法
人
別
の
総
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
の
二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
等
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
対
し
、
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て
法
人
の
業
務
を
委
託
し
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
等
の
協
力
を
得
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
等
が
エ

ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
法
人
の
業
務
を
委
託
し
た
事
実
は
な
い
と
の
報
告
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
が
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て
業
務
を
委
託
し
て
い
た
内
容
等
に
つ
い
て

は
、
現
在
調
査
中
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
本
省
内
部
部
局
及
び
社
会
保
険
庁
本
庁
内
部
部
局
が
業
務
を
委
託
し
て
い
た
内

容
等
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
同
表
に
掲
げ
る
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
本
省
内
部
部
局
及
び
社
会
保
険
庁
本
庁
内
部
部
局
の
職

二



員
が
、
監
修
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
事
実
は
な
い
。

第
三
に
つ
い
て

出
版
、
広
報
等
の
事
業
を
委
託
す
る
際
に
は
、
当
該
事
業
が
適
切
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
法
令
に
基
づ
き
契

約
を
行
い
、
当
該
事
業
の
目
的
に
資
す
る
よ
う
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
各
府
省
等
の
職
員
が
、
報
酬
を
受
け
て
、
書
籍
等
の
作
成
に
か
か
わ
る
行
為
を
行
う
場
合
は
、
国
家
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
等
の
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
、
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分

留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
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